
那覇商工会議所生命共済制度 

独自給付制度  （ 病気入院 ・ 事故通院 ） 見舞金請求書 

 

西暦     年   月   日 

那覇商工会議所  御中 

下記の通り見舞金を請求します。 

住 所 〒 

 

事業所名 

事業主名                                         印 

電話番号（        ）        － 

※太枠内をご記入の上、別紙ご案内に記載の必要書類を必ず添付してください。 

フ リ ガ ナ  生  年  月  日 加入者番号 

加入者名  
Ｓ 

年   月   日 
Ｈ 

 

給 付 金 額 

加入年月日 平成・令和     年      月     日 加入口数        口 円 

 

傷    病    名  

※発生(事故)から治癒に至るまでの症状及び経過等（どこで、何が、どうなった等、具体的にご記入ください） 

医 療 機 関 名 
電話（       ）       － 

初    診    日 西暦      年     月     日 受 傷 年 月 日 西暦      年     月     日 

病気入院開始日 西暦      年     月     日 事故通院開始日 西暦      年     月     日 

病気入院終了日 
西暦      年     月     日 

(      年      月      日現在入院中) 
事故通院終了日 

西暦      年     月     日 

(      年      月      日現在通院中) 

病気入院実日数                      日 事故通院実日数                      日 

※振込先は、現在、掛金を引き落としている口座となります。 

※本請求書及び添付書類に記載された個人情報は、那覇商工会議所生命共済制度見舞金請求に伴う事務手続きにのみ使用します。 

 

会議所使用欄 

事務局長 総務部長 総務課長補佐 企画業務 次長 企画業務 課長補佐 担 当  ｱｸｻ推進員 

            

 

 

送金日：西暦       年    月    日 

 

振込先                 普通 ：№            ：名義                       

 



那覇商工会議所 生命共済制度 

各種見舞金の請求手続きについて 

 

１．種別 

（１） 病気入院見舞金  ⇒  病気の治療を目的とする入院を５日以上した場合。 

（２） 事故通院見舞金  ⇒  不慮の事故により５日以上実通院した場合。 

※それぞれ保険期間(１月１日～１２月３１日)を通じて１回を請求限度とします。 

２．給付金額 

生命共済加入口数 １口 ２口 ３口 ４口 ５口 ６口 

病 気 入 院 見 舞 金 ３,０００円 ６,０００円 ９,０００円 １２,０００円 １５,０００円 １８,０００円 

事 故 通 院 見 舞 金 ５,０００円 １０,０００円 １５,０００円 ２０,０００円 ２５,０００円 ３０,０００円 

３．支給できない場合 

（１） 加入日から６カ月以内に支払事由が生じた場合。【病気入院見舞金】 

（２） 請求時に生命共済制度を脱退している場合。または、那覇商工会議所の会員を脱会している場合。 

（３） 請求時及び受給時に掛金を期日迄に支払わない場合。(２カ月続いて口座不能となった場合には溯って失効となります) 

（４） 病気の治療で入院した日から３年を経過して請求があった場合。 

（５）  不慮の事故で通院を開始した日から３年を経過して請求があった場合。 

（６）  保険期間（１月１日～１２月３１日）において、それぞれ２回目以上の請求をした場合。 

（７）  人間ドックや検査を目的とした入院の場合。 

（８） 本生命共済制度の保険金・給付金と重複する見舞金請求の場合。（保険金・給付金のみの支給となります） 

（９） 増口分については、増口後 1 年を経過していなかった場合。(増口分は対象になりません) 

（１０）保険契約者または加入者の虚偽の申請もしくは故意または重大な過失による場合 

（１１）加入者の犯罪行為、精神障害、法令違反による場合。 

（１２）地震、噴火、津波または戦争その他の変乱による場合。 

（１３）請求時に那覇商工会議所の会費が未納である場合。 

（１４）その他 

４．添付書類・請求方法 

アクサ生命推進員または弊所へご連絡のうえ、見舞金請求書を下記のいずれかの添付書類と一緒にご提出ください。 

【病気入院】入院日数のわかる書類：入院証明書・診断書・請求書・領収書の原本または写し 

【事故通院】実通院日数のわかる書類：通院証明書・診断書・請求書・領収書の原本または写し 

５．その他 

・見舞金は、掛金引落口座にお支払いさせていただきます。 

・必要に応じて医療機関への確認を行うことがあります。また、前項以外の書類の提出をお願いする場合があります。 

・申請上において、不備または誤りがある場合には支給の停止・または見舞金の返却をお願いすることがあります。 

 

 
お知らせ 

「那覇商工会議所生命共済制度」は、アクサ生命保険株式会社を引受保険会社とする「入院給付金付災害割増特約・ガン死亡

特約付福祉団体定期保険」並びに那覇商工会議所が独自に実施する「祝金・見舞金制度」で構成されています。つきまして

は、「那覇商工会議所生命共済制度」給付金請求受付の一環として、団体定期保険引受保険会社であるアクサ生命保険株式会

社の社員が那覇商工会議所に対する「祝金・見舞金制度」請求の取り次ぎをさせていただきます。《入院給付金災害割増特

約・ガン死亡特約付福祉団体定期保険引受保険会社》 

アクサ生命保険株式会社 お問合せ先：沖縄支社那覇営業所（ＴＥＬ:０９８－８６２－５０８４） 

 
令和４年４月作成 


